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交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を 

使
用
す
る
場
合
は
届
出
を　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
た
場
合
、
医

療
費
は
本
来
加
害
者
が
負
担
す
る

も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

保
険
証
を
使
用
し
て
治
療
を
受
け

る
こ
と
は
可
能
で
す
が
、
そ
の
際

は
市
へ
「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」、「
交
通
事
故
証
明
書
」

等
を
届
け
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
医
療
機
関
等
受
診
の
際

に
は
必
ず
そ
の
医
療
機
関
等
へ
、

交
通
事
故
等
、
傷
病
の
原
因
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。
届
出
に
よ
り
、

医
療
費
の
一
部
を
市
が
立
て
替
え
、

加
害
者
に
そ
の
過
失
割
合
に
応
じ

た
額
を
請
求
し
ま
す
。

と
国
保
年
金
課
（
２
階
）
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交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使
用

す
る
場
合
の
70
歳
代
前
半
の
被
保

険
者
負
担
額
が
変
更
と
な
り
ま
す

一
部
負
担
金
の
割
合
が
１
割
の

保
険
証
を
お
持
ち
の
方
が
、
交
通

事
故
な
ど
で
保
険
証
を
使
用
す
る

場
合
、
法
律
の
改
正
に
よ
り
２
月

１
日
か
ら
自
己
負
担
額
が
１
割
か

ら
２
割
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

交
通
事
故
な
ど
に
よ
ら
な
い
私

病
に
係
る
診
療
分
に
つ
い
て
は
、
現

行
ど
お
り
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

と
国
保
年
金
課
（
２
階
）
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国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、

「
口
座
振
替
」
が
お
得
で
す

振
替
方
法
は
、
翌
月
末
振
替
・

当
月
末
振
替
（
早
割
）・
６
カ
月
前

納
・
１
年
前
納
・
２
年
前
納
の
う

ち
か
ら
選
択
で
き
、
翌
月
末
振
替

以
外
は
割
引
が
あ
り
ま
す
。
特
に

割
引
額
が
多
い
の
は
２
年
前
納
で
、

２
年
間
で
１
万
５
千
円
程
度
の
割

引
に
な
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は

金
融
機
関
で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
年
金

手
帳
ま
た
は
納
付
書
、
預
貯
金
通

帳
、
お
届
け
印
／
申
込
締
切
＝
１

年
前
納
・
２
年
前
納
・
６
カ
月
前

納
（
４
月
～
９
月
分
）
は
２
月
末
日

ま
で
※
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け

て
い
る
方
の
口
座
振
替
は
、
毎
月

納
付
（
割
引
な
し
）
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
現
金
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
に
つ
い
て
も
、
２
年

前
納
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

と
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
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０
０
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）
０
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※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
は
、
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０
３
（
６
６
３
０
）
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２
５

本
納
公
民
館
・
新
治
分
館
の 

利
用
に
つ
い
て

本
納
公
民
館
・
新
治
分
館
は
、

平
成
30
年
４
月
に
本
納
公
民
館
・

本
納
支
所
の
複
合
施
設
と
し
て
開

館
し
ま
す
。

こ
れ
に
伴
う
移
転
作
業
の
た

め
、
本
納
公
民
館
は
３
月
１
日
㊍

か
ら
、
ま
た
、
新
治
分
館
は
、
３

月
19
日
㊊
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ご
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

と
本
納
公
民
館　
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茂
原
都
市
計
画
に
関
す
る 

案
の
縦
覧

地
区
計
画
の
変
更
に
関
し
て
、

１
月
４
日
㊍
～
18
日
㊍
に
原
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
し
た
が
、
今
後
の

手
続
き
と
し
て
、
次
の
と
お
り
案

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
今
回

の
変
更
は
、
法
改
正
に
伴
う
も
の

で
あ
り
地
区
計
画
の
内
容
に
変
更

が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る

方
は
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

縦
覧
内
容
＝
地
区
計
画
の
変

更
（
茂
原
に
い
は
る
工
業
団
地

地
区
、
緑
ケ
丘
地
区
）／
縦
覧
期

間
＝
２
月
２
日
㊎
～
16
日
㊎
８
時

30
分
～
17
時
15
分
（
土
日
、
休
日

を
除
く
）／
縦
覧
場
所
＝
都
市
計

画
課
／
意
見
書
提
出
人
の
資
格
＝

市
内
に
住
所
の
あ
る
方
、
利
害
関

係
が
あ
る
方
／
提
出
方
法
＝
意
見

の
要
旨
と
住
所
、
氏
名
等
を
記
載

し
た
書
面
（
意
見
書
）
を
郵
送
ま

た
は
持
参
（
意
見
書
様
式
は
都
市

計
画
課
窓
口
で
入
手
ま
た
は
同
課

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）／
提
出
期
間
＝
２
月
２
日

㊎
～
16
日
㊎
（
消
印
有
効
）

提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

都
市
計
画
課
（
８
階
）

〒
２
９
７
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８
５
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１

茂
原
市
道
表
１
番
地
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音
楽
放
送
（
夕
焼
け
小
焼
け
）

が
17
時
に
変
わ
り
ま
す

防
災
行
政
無
線
に
よ
る
夕
方
の

音
楽
放
送
（
夕
焼
け
小
焼
け
）
に

つ
い
て
、
２
月
１
日
よ
り
放
送
時

間
を
16
時
か
ら
17
時
に
変
更
し
て

放
送
し
ま
す
。

な
お
、
朝 （
８
時
）の
音
楽
放
送

は
市
民
の
皆
さ
ん
に
親
し
ん
で
い

た
だ
く
た
め
茂
原
市
愛
唱
歌
「
い

つ
も
憧あ

こ
が
れ憬
」
を
放
送
し
て
い
ま
す
。

と
総
務
課
防
災
対
策
室
（
４
階
）
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入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を 

受
け
付
け
ま
す

長
生
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

で
は
、
平
成
30
・
31
・
32
年
度
の

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を
次
の

と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間
＝
２
月
19
日
㊊
～
３

月
９
日
㊎
必
着
、
持
参
３
月
５
日

㊊
～
９
日
㊎
／
有
効
期
間
＝
６
月

１
日
～
平
成
33
年
５
月
31
日
ま

で
※
申
請
様
式
等
は
組
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

提
出
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

長
生
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

事
務
局
総
務
課
工
事
管
理
室
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０
０
３
５

茂
原
市
下
永
吉
２
１
０
１

☎
�
０
１
０
７

２
月
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
月
間
で
す

と

関
東
電
気
保
安
協
会

千
葉
事
業
本
部　

茂
原
事
業
所

☎
�
８
０
２
１
、
Ｆ

�
８
１
７
４

お
知
ら
せ

https://www.kdh.or.jp


